
四日市市告示第 ４９ 号 

 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号。以下「改正令」

という。）第１条の規定による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「旧地方自治法施行令」という。）第１５８条第１項、地方自治法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第１９号。以下「改正法」という。）附則第８条の規定による改

正前の国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０条の２、改正法附則第４条

の規定による改正前の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第３項及び改

正法附則第１９条の規定による改正前の子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）附則第６条第５項の規定により、次のとおり収納の事務を委託したので、旧地方自

治法施行令第１５８条第２項、改正令第６条の規定による改正前の国民健康保険法施行

令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の２３第１項、改正令第２条の規定による改

正前の児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第４４条第１項及び改正令第１３

条の規定による改正前の子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）附

則第８条第１項の規定により告示する。 

 

令和７年 ２月１４日 

四日市市長  森  智 広   

 

１ 委託を受けた者の名称及び事務所の所在地 

  LINE Pay 株式会社 

  東京都品川区西品川１丁目１番１号 

  

２ 委託した事務の種類 

  国民健康保険料、保育料、園児給食代金、し尿くみ取り手数料、市営住宅使用料、 

コミニティ・プラント使用料、学校給食費 の収納の事務 

 

３ 委託期間 

  令和７年４月１日から令和７年４月２３日 

（会計管理課） 


